
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 電子カルテ諸記録 

行政機関等の名称 西知多医療厚生組合 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

公立西知多総合病院 

個人情報ファイルの利用目的 医療の提供、医療保険事務、医療事故等の報告、健

診業務、研究 

記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５住所、６

電話番号、７続柄、８診療情報、９身体情報、１０

健診情報、１１家族歴、１２職業・職歴、１３公的

扶助、１４病歴、１５宗教、１６障害 

記録範囲 公立西知多総合病院および旧病院（東海市民病院、

知多市民病院）の受診者 

記録情報の収集方法 本人の受診および診察結果 

要配慮個人情報が含まれると

きはその旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 東海市、知多市、愛知県、名古屋市、知多保健所、

社会保険診療報酬支払基金、愛知県国民健康保険団

体連合会、都道府県労働局、国立がん研究センター、

契約のある弁護士事務所、東京海上日動 

開示等請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

公立西知多総合病院 事務局 

医事課          （請求業務に関して） 

医事課 診療情報管理室  （診療録に関して） 

健診センタ－       （健診業務に関して） 

管理課          （その他事項に関して） 

東海市中ノ池三丁目１番地の１ 

訂正及び利用停止に関する他

の規定による特別の手続等 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 電算処理ファイル 



個人情報ファイル簿 

 

（電算処理ファイルを有する

場合）政令第２０条第７項に該

当するファイルの有無 

有り 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概

要 

― 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

条例に規定なし 

備 考  


